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○釧路市阿寒湖畔スポーツ広場条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第２６７号  

（設置）  

第１条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市阿

寒湖畔スポーツ広場（以下「スポーツ広場」という。）を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条 スポーツ広場の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

（指定管理者による管理）  

第３条 釧路市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、次に掲げる

スポーツ広場の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、指定管理者（同項

に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を指定するものとする。  

（１） スポーツ広場の施設の利用の承認に関する業務  

（２） 第１条の設置目的を達成するための事業の実施に関する業務  

（３） スポーツ広場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の

収受に関する業務  

（４） スポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関する業務  

（５） その他教育委員会が定める業務  

（指定管理者が行う管理の基準）  

第４条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、

スポーツ広場の管理を行わなければならない。  

（利用の承認）  

第５条 スポーツ広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承

認を受けなければならない。  

２  指定管理者は、スポーツ広場の管理運営上必要があると認めたときは、

その利用について条件を付し、これを変更することができる。  

（利用の制限）  
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第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広

場の利用を承認しない。  

（１） 公益を害するおそれがあると認められるとき。  

（２） スポーツ広場の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認め

られるとき。  

（３） 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれのある団体の

利益になると認められるとき。  

（４） 管理上支障があると認められるとき。  

（利用料金の納入等）  

第７条 第５条第１項の規定により利用の承認を受けた者（以下「利用者」

という。）は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。  

２  利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただ

し、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。  

３  利用料金は、指定管理者の収入とする。  

（利用料金の設定基準等）  

第８条 利用料金は、別表第２に定める金額（その額に１０円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）の範囲内において、あらかじめ教

育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。  

２  指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらか

じめ教育委員会の承認を得なければならない。  

３  教育委員会は、前２項の規定により承認したときは、その内容について

速やかに告示するものとする。  

（利用料金の減免）  

第９条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を

減免することができる。  

（利用料金の不還付）  

第１０条  既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委

員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができ
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る。  

（転貸等の禁止）  

第１１条  利用者は、スポーツ広場を利用する権利を譲渡し、又は転貸して

はならない。  

（特別の設備等の承認）  

第１２条  利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備え付け以

外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承

認を受けなければならない。  

（利用承認の取消し等）  

第１３条  指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。  

（１） 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。  

（２） 利用の目的以外に利用したとき。  

（３） 第５条第２項の規定により付され、又は変更された条件に違反し

たとき。  

（４） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

（５） 管理運営上支障があると認められたとき。  

（原状回復）  

第１４条  利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復し

て返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、

又は利用を停止されたときも、同様とする。  

２  教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、

それに要した費用を利用者から徴収する。  

（損害賠償の義務）  

第１５条  利用者は、スポーツ広場の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失

したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が

特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することがで

きる。  
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（教育委員会による管理）  

第１６条  第５条から第１０条まで（第７条第３項並びに第８条第２項及び

第３項を除く。）、第１２条、第１３条及び別表第２の規定は、指定管理

者に代わって、教育委員会がスポーツ広場の管理を行う場合について準用

する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用

料」と、第５条から第７条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育

委員会」と、第８条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条

第１項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるの

は「教育委員会規則で」と、第９条及び第１０条ただし書中「指定管理者

は、教育委員会規則で定めるところにより」とあるのは「教育委員会が必

要と認めたときは」と、第１２条及び第１３条中「指定管理者」とあるの

は「教育委員会」と、別表第２中「利用料金設定基準」とあるのは「使用

料」と、「阿寒湖畔スポーツ広場利用料」とあるのは「阿寒湖畔スポーツ

広場使用料」と、「阿寒湖畔トレーニングセンター利用料」とあるのは「阿

寒湖畔トレーニングセンター使用料」と、「阿寒湖畔スケートリンク利用

料」とあるのは「阿寒湖畔スケートリンク使用料」と、「阿寒湖畔多種目

競技場利用料」とあるのは「阿寒湖畔多種目競技場使用料」と読み替える

ものとする。  

（委任）  

第１７条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒湖畔スポーツ広場条例

（昭和６３年阿寒町条例第１０号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成１７年１２月１３日条例第３０９号）  
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この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第２条の次に２

条を加える改正規定（第３条に係る部分に限る。）は、公布の日から施行す

る。  

附  則（平成１９年３月２２日条例第４８号）  

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２３年３月１８日条例第１号）抄  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（規則への委任）  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。  

附  則（平成２７年１２月１２日条例第４８号）  

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（規則への委任）  

１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第１（第２条関係）  

名称  位置  

阿寒湖畔トレーニングセンタ

ー  

釧路市阿寒町阿寒湖温泉５丁目５番地  
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阿寒湖畔スケートリンク  釧路市阿寒町阿寒湖温泉５丁目５番地  

阿寒湖畔多種目競技場  釧路市阿寒町阿寒湖温泉５丁目５番地  

別表第２（第８条関係）  

利用料金設定基準  

１  阿寒湖畔トレーニングセンター利用料  

（１） 水泳プール利用の場合  

（単位 円）  

区分  単位  昼間  夜間  

１０時～１８時  １８時～２０時  

小人  大人  小人  大人  

個人  １回につき  １６０  ３７０  ２１０  ４１０  

回数券  １，６９

０  

３，６２

０  

２，０６

０  

４，０９

０  

団体（１１人以上） １人１回につき  １５０  ３４０  １６０  ３７０  

備考  

１  回数券は、１１回券とする（（２）トレーニング室利用の場合の表

において同じ。）。  

２  回数券は、１開設期間中有効とする。  

３  小人とは、小中学生をいう（３阿寒湖畔多種目競技場利用料の表に

おいて同じ。）。  

４  利用料は、２時間をもって１回とする。  

５  参加料を徴収する場合の利用料は、この表の利用料の額の１００分

の１５０の額とする（３阿寒湖畔多種目競技場利用料の表において同

じ。）。  

（２） トレーニング室利用の場合  

（単位 円）  

区分  単位  ６月１日から９ １０月１日から
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月３０日まで  ５月３１日まで  

一般  １回につき  １７０  ２８０  

回数券  １，７３０  ２，７５０  

大学生・高校生・中学

生・小学生  

１回につき  ９０  １３０  

回数券  ９２０  １，３２０  

備考  利用料は、４時間をもって１回とする。  

２  阿寒湖畔スケートリンク利用料  

（単位 円）  

区分  個人  

（１回につき）  

貸切  

（３０分につき）  

一般  ７１０  ６，９７０  

大学生・高校生・中学生・小学生  ３７０  

３  阿寒湖畔多種目競技場利用料  

（単位 円）  

区分  単位  小人  大人  

個人  １時間につき  １３０  ２８０  

団体  １時間につき  ９００  １，８１０  

備考  団体の利用料は、小人又は大人がそれぞれ１０人以上の団体で利用

する場合に適用する。  

 


